
















































































1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 荏原冷熱システム㈱

工 事 件 名 宮殿設備管制所冷凍機修理工事

　本工事は，宮殿設備管制所に設置されている冷凍機の分解
整備及び経年劣化した部品取替を行う工事である。
　施工対象は，既設冷凍機本体及び主要付属機器類であり，
同設備は製造者の設計による独自性の高い設備であることか
ら，同設備を製造した者以外に施工させた場合，当該設備の
運転に著しい支障が生じる恐れがある。
　荏原冷熱システム㈱は，当該設備を設計・製造・施工し，
保守点検を行っている会社であり,同設備を熟知した唯一の
会社である。
　以上の理由により，会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号に基づき，同社と随意契約を締結するこ
ととしたい。



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

10 請 負 金 額

随意契約調書

18 年 12 月 21 日平成

宮殿設備管制所冷凍機修理工事

東京都千代田区千代田（皇居内） 

荏原冷熱システム株式会社

東京都大田区羽田５丁目１番１３号

管工事

冷凍機修理工事一式

平成 18 年

28 日

12 月 22 日

2,992,500 円

平成 19 年 3 月



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 清水建設株式会社

工 事 件 名 宮殿長和殿各所修繕工事

　本工事は，宮殿長和殿小屋裏改修等を行う工事である。
  宮殿は，国家的行事の行われる国を象徴する建物という特
殊性から，昭和３５年１月２９日にその造営工事について閣
議決定されたものであり，昭和３９年７月１日から着工した
造営工事に先立っての業者選定において，宮殿という他に類
例を見ない芸術的特殊建造物であることから，造営工事の優
秀性及び確実性確保のために当時の建設業界において最高の
実績を有し，かつ，資力・信用・技術が他業者と隔絶してい
る共同企業体５社（㈱大林組，鹿島建設㈱，清水建設㈱，大
成建設㈱，㈱竹中工務店）と随意契約を締結することが決定
され，その施工にあたっては，共同企業体５社がそれぞれの
工事区分の範囲について責任をもって竣工したものである。
　清水建設株式会社は，本工事における責任区分の範囲にお
いて，宮殿造営当時から施工管理し，その状況を十分熟知し
現在に至っていることから，本工事を安全かつ確実に実施す
ることのできる唯一の業者である。
　以上の理由により，会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号に基づき，上記業者と随意契約を締結す
ることとしたい。



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

10 請 負 金 額

随意契約調書

19 年 2 月 20 日平成

宮殿長和殿各所修繕工事

東京都千代田区千代田（皇居内） 

清水建設株式会社

東京都港区芝浦一丁目２番３号

建築一式工事

修繕工事一式

平成 19 年

30 日

2 月 21 日

3,570,000 円

平成 19 年 3 月



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 清水建設株式会社

工 事 件 名 秋篠宮邸２階間仕切壁取設ほか工事

　本工事は，秋篠宮邸２階の部屋間に間仕切壁を取設すると
共に，造り付け家具設置を行う工事である。
  本工事は，皇族殿邸という皇族としての品位を保持するに
相応しい施設の工事であり，施工場所はその中でも御生活に
直接関わる部分であるため，御留守中等の限られた時間内に
調査及び施工を完了することを求められ，また，既存施設と
の意匠の整合性が厳しく求められる工事である。
　この限られた時間内に意匠性を損なうことなく，確実に施
工を完了させるためには，収まり及び形状等を熟知した者に
施工させる必要がある。
　清水建設㈱は，当該施設等の新築及び改築工事を施工し，
当該施設を熟知した唯一の会社である。
　以上の理由により，会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号に基づき，同社と随意契約を締結するこ
ととしたい。



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

10 請 負 金 額 3,360,000 円

平成 19 年 3 月 30 日

3 月 15 日平成 19 年

建築一式工事

間仕切壁取設ほか工事一式

清水建設株式会社

東京都港区芝浦一丁目２番３号

秋篠宮邸２階間仕切壁取設ほか工事

東京都港区元赤坂（赤坂御用地内） 

随意契約調書

19 年 3 月 14 日平成
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